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独占禁止懇話会第  175  回会合議事録

 

1 日時  平成 18 年 10 月 12 日（木）14：00～16：00 

2 場所  公正取引委員会 大会議室 

3 出席者 

 【会員】後藤会長，石井会員，石倉会員，井手会員，大戸会員，翁会員，榧野会員， 

北原会員，北村会員，佐々木会員，嶋津会員，高橋会員，萩原会員，平田会員， 

フクシマ会員，御船会員，三村会員，向井地会員，村上会員 

 【公正取引委員会】竹島委員長，柴田委員，三谷委員，山田委員，濱崎委員 

 【公正取引委員会事務総局】伊東事務総長，鵜瀞首席審判官，和泉澤総括審議官， 

中島官房審議官（国際担当），小島官房審議官（経済取引担当）， 

松山経済取引局長，舟橋取引部長，山田審査局長 

4 議題 

（1）独占禁止法基本問題懇談会（内閣府）における検討状況 

  ア 改正独占禁止法の施行状況 

  イ 「論点整理」についての考え方 

（2）医療用医薬品の流通実態に関する調査 

 

5 議事 

後藤会長 定刻になりましたので第 175 回「独占禁止懇話会」を開催いたします。本日の

議題は御手元にありますように 2 つありまして，第 1 番目は「独占禁止法基本問

題懇談会（内閣府）における検討状況」でございます。これについて現状を御説

明いただきまして皆様の御意見を伺いたいと思います。第 2 番目は，最近調査が

行われました「医療用医薬品の流通実態に関する調査」に関して御報告をいただ

きまして，皆様の御意見をお伺いしたいと思います。この 2 つが今日の議題であ

ります。 

     それでは第1番目の議題に入ります。「独占禁止法基本問題懇談会における検討

状況」でございますが，御案内のように内閣府では独占禁止法基本問題懇談会を

開催いたしまして，課徴金に係る制度の在り方とか，違反行為を排除するために

必要な措置を命じる手続の在り方，審判手続の在り方等について必要な検討を行

っているところでありますけれども，この基本問題懇談会におきましては，先ほ

ど「独占禁止法における違反抑止制度の在り方に関する論点整理」というのが公

表されまして，9月 8日までパブリックコメントに付されております。 

     公正取引委員会においても懇談会に対して改正独占禁止法の施行状況とか論点

整理に対する考え方をいろいろと説明しているところでありますけれども，本日
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はこれらを踏まえまして，独占禁止法基本問題懇談会における検討状況につきま

して公正取引委員会から御説明いただいて，皆様の御意見を賜りたいと思います。 

     説明につきましては，まず改正独占禁止法の施行状況について山田審査局管理

企画課長から御説明いただきまして，その後，論点整理の考え方につきまして岩

成経済取引局企画室長から御説明をいただきます。最後に松山経済取引局長から

御説明をいただきます。順番によろしくお願いいたします。 

山田審査局管理企画課長 審査局管理企画課の山田です。私からは改正独占禁止法の施行

状況について説明させていただきます。資料は向かって右肩に「独禁懇175－１」

とございます横長の資料でございます。これは去る9月 11日に基本問題懇談会に

おきまして御報告させていただいたものです。1枚おめくりいただきますと，「今

回の独占禁止法改正の主要なポイント」でございます。改めて申すまでもありま

せんけれども，課徴金制度の見直し，それから課徴金減免制度の導入，犯則調査

権限の導入，審判手続等の見直しが行われたところです。 

      もう 1 枚おめくりいただきます。それぞれの改正事項の主な点につきまして，

今10月ですから，ほぼ10か月経ったところでございます。資料そのものは 9月

のときの状況でございますけれども，それを御説明させていただきます。 

     まず 2 ページの「課徴金制度の見直し」でございます。課徴金制度につきまし

ては，算定率の引上げですとか繰り返しの違反者に対する割増し，早期離脱者に

対する軽減，対象範囲の拡大というのが導入されているところでございます。た

だ，いずれもこれらの事項につきましては，改正法が施行されました1月 4 日以

降の違反行為に対して適用されるということになっていまして，現在までのとこ

ろ1月 4 日以降の違反行為につきまして，これら新たな課徴金の規定が適用され

た事件はございません。 

     1枚おめくりいただきまして「課徴金減免制度」でございます。3条違反のうち

カルテル・談合など課徴金がかかる案件につきまして，違反情報を提供した者に

対する課徴金を免除あるいは減額するというものでございます。事前に情報提供

した者につきましては 1 位が 100％の免除，2 位が 50％，3 位が 30％の免除とい

うことになります。調査開始後の場合には30％の減額です。いずれにしても全部

で3社以内ということになっています。 

     これにつきましては，減免申請がどのくらいあるのかということが制度導入前

の検討の過程では種々議論され，日本の企業風土，国民性になじまないのではな

いかという議論もされたところでございます。しかし，3月までの段階で26件の

申請が出てきております。26件という数字は，既にこの場でも御説明させていた

だいたことがございます。4 月以降につきましても，違反の端緒情報でございま

すので，事柄の性質上，余り細かい点を申し上げるのは適切ではないと思ってい

ますが，それ以降も月平均して4～5件ぐらいの申請が私どものほうに参っており
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ます。 

      実際に適用されたケースはあるのかということですが，先般，既に新聞等でも

報道されておりますが，9 月 8 日に課徴金納付命令を行いました旧首都高速道路

公団発注のトンネル換気設備工事に係る入札談合事件につきましては，この課徴

金減免制度が適用されたものでございます。これは免除者がおります。また減額

者もいるということでございます。 

     課徴金減免申請に関する情報と申しますのは，先ほども申しましたように，我々

の調査の情報源をある種，明かすことになりますので，その取扱いは非常に慎重

にしなければいけないというふうに考えておりますし，これからもそのつもりで

ございます。積極的に公表することはしないという方針ではありますけれども，

他方，国土交通省などを中心にしまして，入札制度の取扱いを検討していますが，

その中で指名停止を行います際に課徴金減免制度の適用を受けた者に対しては軽

減する。モデルでは免除あるいは減額の率にかかわらず一律期間を2分の1 に減

らす。一部の自治体では免除あるいは減額の率に応じて指名停止期間の軽減も行

うというところもございます。 

     その際に減免の適用者であるということが公に認定されていないと，発注者の

方が指名停止期間の軽減を行ったことに対する説明ができないという議論がござ

いました。そこで私どもは，9 月 8 日同日に，どのような形で減免適用者を公表

していくのかという方針をお示しいたしました。基本的には減免適用を受けた者

から公表を申し出ていただく。申し出ていただいた場合には，減免適用したとい

うこと，それから適用の率などにつきまして私どものホームページ上で閲覧がで

きるような形にすることにいたしております。 

このトンネル換気設備工事の件につきましても，関係する減免申請者から公表

の申し出がございましたので，ホームページ上で公表しております。現在でも閲

覧することができる状態になっております。 

     その後，これも新聞報道でされていますけれども，指名停止期間につきまして

は，国あるいは道路公団発注のものにつきまして2分の1 の軽減が実際に適用さ

れております。 

      1枚おめくりいただきまして，「犯則調査権限」でございます。これも刑事告発

を行うに当たりまして，犯則調査を行った上で告発するということでございます。

相当の組織としても犯則審査部を設け，ファイアーウォールをきちんとするとい

うことを御約束しているところでございます。 

     実際のケースでございますが，し尿処理施設の談合事件につきまして，犯則審

査部による調査を行いました。その結果，5月と6月に関係します法人11社，そ

れぞれの業務担当者11名を検事総長に告発いたしました。この件につきましては

大阪地検が捜査・公訴提起を行っております。これは今回の改正におきまして，
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刑事裁判の管轄が地方裁判所になっております。これを受けまして，本件におき

ましては大阪の地方検察庁が捜査を行い，大阪地裁に公訴提起をいたしておりま

す。あくまでも告発先は検事総長でございますけれども，実際の捜査等を行った

のが大阪地検であるということでございます。 

     1枚おめくりいただきまして「審査・審判手続」，これは従来から御説明させて

いただいております概念図・流れでございます。もう 1 枚おめくりいただきまし

て，このような排除措置命令等の手続を変えたことの 1 つとして事前手続がござ

います。これはあらかじめ措置案を関係者に送付して意見申述・証拠提出の機会

を与えるというものでございます。それから認定を基礎付けるために必要な証拠

の説明を行うということも規定してございます。 

     この点につきましては，改正法施行後，排除措置命令が 7 件，課徴金の納付命

令が6件出されております。このうち5 件につきましては排除措置命令と課徴金

納付命令が同時に出されております。これらにつきましては，意見申述までの期

間は原則として 2 週間としております。ただ関係者の数が多い場合など，この期

間は長めに取るという運用は行っております。 

     それから事前説明の申出があった場合には当然説明を行っておりますし，その

際には，関係者，関係企業だけではなくて代理人弁護士が同席しているケースも

ございます。事業者が多数になりますとやはり何日間か必要になるというケース

があります。不公正取引のように1社であれば1 日どこかに設定すればいいので

すが，関係者数が多いと，その見込みもある程度つけなければいけないというこ

とです。また地方の事件の場合には地方で事前説明を行っております。それはあ

る程度は関係者の希望に沿うような形になるかと思います。 

     説明する証拠の範囲でございますけれども，認定を基礎付けるために必要な証

拠ということでありますが，事業者の秘密など問題が生じない範囲で，自社の証

拠書類あるいは供述などのほかに，他の関係人に関する証拠についても説明を行

っております。それによりまして，全体として事件がどのような証拠に基づいて

説明されるのかということが分かるような形にしております。 

     1 枚おめくりいただきまして「排除措置命令と課徴金納付命令の同時化」でご

ざいます。先ほど申しましたように 5 件同時に行っております。具体的にはここ

にございます沖縄の入札談合事件，床材の価格カルテル事件でございます。たし

か前回，この場で「同時化することによって，かえって長くなるのではないか」

という御質問をいただきましたが，実際にこれまで 2 件ございますけれども，こ

こにございますように沖縄の談合事件は9か月半，床材のカルテル事件は8 か月

半ぐらいで命令まで行っております。17年度の平均的な期間が8か月ぐらいでご

ざいますので，これまで扱った事件に関していえば，さほど調査期間が延びてい

るという状況ではまだないと思われます。ただし，前にも御報告させていただき
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ましたように，事案の中身によってどれだけかかるかというのは，多少は変わっ

てくるかと思います。 

      １枚おめくりいただきまして，「手続の適正さ」の点でございます。被疑事実

の告知，これは立入検査時に書面の交付をいたしております。それから閲覧・謄

写でございますけれども，規則で明確化いたしまして，これまで閲覧・謄写に応

じてきております。実際にも閲覧・謄写の申出があった場合，拒否した例はござ

いません。 

     警告につきましても，あらかじめ警告の内容を示した文書，警告書の案を提示

いたしまして，その内容を説明しております。一定期間を置いて意見あるいは証

拠を提出する機会を与えているところでございます。 

     最後に 9 ページ目の「審判手続の確保」でございますが，事前手続におきまし

て，あらかじめどのような証拠があるのかということが分かるような状態になっ

ております。その上で審判請求の際に何について求めるのかということが被審人

側から提出されることになっております。実際これまで改正法が適用されて審判

になったケースは沖縄の談合事件についてのみですけれども，そこでは，第 1 回

の時点からある程度争点が明らかになっておりますので，それに即した審査官側

の準備も行っておりますし，そういった意味で，どこを議論すべきかということ

の実態に即した手続の進行が可能になっているのではないかというように考えて

おります。 

     それから，法律で規定しているところでございますけれども，原処分に関与し

ていない審判官が審判を行うということ。それから，沖縄のケースでもそういう

点がございますけれども，排除措置命令と課徴金納付命令と同時に審判請求の申

し立てがあった場合には，手続的には併合して効率化を図ることができます。実

際に沖縄のケースではそういうふうにしております。 

     改正法施行状況については以上であります。 

岩成経済取引局企画室長 経済取引局企画室の岩成と申します。よろしくお願いいたしま

す。私からは資料のうち，「独禁懇175－2」，「独禁懇175－参考」とある資料につ

いて説明させていただきます。 

     いずれも内閣府の独占禁止法基本問題懇談会における資料で，内閣府懇談会で

すけれども，昨年 7 月から議論が行われてきております。先ほど後藤会長からも

お話がありましたけれども，具体的には今年の7月 21 日，「参考」のほうですけ

れども，「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」が公表

されています。これにつきましてパブリックコメントを求めるということで，こ

の9月 8日まで募集が行われておりました。 

     その意見等の募集の結果ということで取りまとめられたものが「独禁懇 175－

2」の資料でして，10 月 10 日，今週の火曜日の懇談会において配られたもので，
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まず論点整理，「独禁懇175－参考」の資料から簡単に説明いたします。こちらの

7月 21日付の内閣府で取りまとめられた資料ですが，基本問題懇談会で 1年間議

論した結果，どのような意見が懇談会で出されたかをまとめたものになります。 

 資料編を除きましても17ページのかなり大部なものでして，それぞれの論点に

つきまして必ずしも単数だけではなく，複数の意見が併記されているものもたく

さんございます。 

      その中で，2ページから 3ページ目には，太枠で囲ってあるものがございます。

（1）から（4）までございますけれども，こちらは懇談会の各委員の意見として

おおむね一致したものです。すなわち違反行為に対して十分な抑止力が確保され

ていることが今後の方針において重要である，実効的な法執行が可能な制度であ

ることが今後の検討に必要だ，それから，行政処分に際して適正手続が保障され

ていること，4 番目として，国内の他の制度や外国の制度とも比較しつつ検討を

行っていくということが今後の検討について重要であるということについては

意見の一致をみているということです。 

     ただ，個別の問題点，3 ページの 2 番以下では，様々な意見が各委員の方から

出されておるという状況になっております。 

      この論点整理ではそういった意見がそれぞれ並立的に並んでいる状況ですけ

れども，それらをオープンにしまして9月 8日まで意見を求めた。意見を求めた

結果として，「独禁懇 175－2」とあります意見・情報募集結果というものが取り

まとめられています。 

     こちらの「意見・情報募集結果（概要）」というペーパーの 2ページ目を御覧い

ただきたいと思います。寄せられた意見・情報の概要が記載されております。 

     Ⅱにありますように，全部で69通の意見・情報が寄せられています。その内訳

としてⅢですけれども，経済団体あるいは個別事業者から37通，学識経験者から

9 通，弁護士あるいはその団体から 8 通，消費者関係の団体・個人から 8 通，内

外の政府機関から2通，労働組合 1通，その他個人から 4通という形で意見・情

報が寄せられてきたという状況です。 

      3 ページ以下で，どのような意見・情報が寄せられているかということがまと

められております。これをすべて御紹介するのは時間の関係もあり，適当ではな

いと思いますので，主なポイントだけ簡単に紹介することにしたいと思います。 

     まず 5ページ目ですけれども，「違反抑止制度の在り方」ということで，主に現

行の課徴金についてどういうふうに見直していくのか，あるいは刑事罰の関係に

ついてどのように考えていくのかという点があります。 

     まず（2）の「課徴金制度について」というところですけれども，アのＡとして

「課徴金の水準について」というところがございます。こちらはａ，ｂ，ｃ，ｄ

とございますけれども，意見が分かれてございます。「現状よりも高くすべき」と
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の意見，「現状でも十分な水準である」あるいは「現状において過大あるいは十分

過ぎる水準である」という意見，それぞれ分かれています。なお，こちらは，そ

れぞれの意見について記号が付されておりますけれども，アルファベットの意味

は，冒頭 2 ページ目のところにそれぞれＢ，Ｆ，Ｌ，Ｃ，Ｇ，Ｕ，Ｉと打たれて

いるとおりでございます。 

     本文に戻りまして少し飛ばします。7 ページ目のイに「課徴金納付命令の対象

となる独占禁止法違反行為類型の範囲について」というものがございます。現行

では課徴金は，いわゆる不当な取引制限，支配型の私的独占の一部に課されると

いうことになっておりますけれども，ポイントとして 1 つありますのは，排除型

の私的独占に対して課徴金なり金銭的不利益の処分の対象とすべきかどうかとい

う点があります。 

     こちらにつきましても意見が分かれておりまして，課徴金対象とすべきという

ものがこちらのＡに並んでおります。例えば対象としなければ抑止効果がないと。

あるいは支配型にしても排除型にしても競争を実質的に制限するものであるとい

うことで，それぞれを区別する根拠はないのではないかというような意見が出て

おります。 

     8 ページ目に行きますと，そうではなくて，私的独占の排除型というものは課

徴金の対象とすべきではないという意見も出されております。例えば適法とされ

る行為との区別が明確ではないため予見可能性が低い。したがって，事業活動を

過度に萎縮させるおそれがあるということで，否定的とする考え方も出されてい

るところでございます。 

     少し飛ばして 9 ページ目のエというところがございます。課徴金の法的性格あ

るいは算定方法などについての項目ですけれども，まずＡの「法的性格について」

というところがございます。現在の課徴金の性格をどういうふうに考えるのか，

あるいはあるべき姿をどう考えるのかというところですけれども，これも幾つか

意見がございまして，1 つ目でみてみますと，不当な利得の剥奪から制裁へ課徴

金は変わったんだとみる考え方というのがまずあります。あるいは行政上の制裁

としか説明できないものであるならば，そのような位置づけであることを明確に

すべきだという考え方も出されております。 

     2 つぐらい飛ばしまして最後の〇（マル）ですけれども，むしろ不当利得の徴

収としての性格を維持すべきという考え方も出されております。 

     Ｂは「不当利得相当額等を算定の根拠とする必要性」ということですけれども，

こちらもさまざまな意見が出されておりまして，違反行為抑止のための制度とし

て位置付ける以上，そのために必要な額を徴収すべきであって，不当利得の相当

額といったことに言及することは適当ではないというような考え方も出されてお

ります。 
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     一方，下から 2 つ目，課徴金は独占禁止法違反の抑止に必要な額を課すべきだ

が，算定方法には合理的な根拠が必要である，あるいは，違反行為者における平

均的利益率を基礎として，それを上回る課徴金算定率を定めるという限度で，違

反行為者の不当利益額がどの程度かを勘案する必要がある，そういったような意

見も出されておる状況です。 

     Ｃは，違反対象行為売上高の一定率をそのまま賦課するということではなくて，

事案の実情に応じて算定率なり額なりを変えるべきではないか，あるいはそうじ

ゃない理屈だという点ですけれども，こちらもさまざま出ていまして，ａ，ｂに

それぞれ肯定的な意見，否定的な意見が出されているところでございます。 

      少し飛ばしまして13ページ（3）に参ります。こちらは課徴金と刑事罰との関

係についての項目になります。前回の平成 17 年の法改正におきましても，課徴

金と刑事罰の併科に関連しまして，憲法の禁止する二重処罰の問題になるのかな

らないのかといった議論が出されておりました。こちらに関連しましても，双方

それぞれの意見が出されておるところでございます。 

     a は，課徴金と刑事罰の併科について憲法の禁止する二重処罰には当たらない

とする意見が出されております。14ページ，ｂには，課徴金と刑事罰の併科につ

いて二重処罰に当たる疑義があるという意見も幾つか出されている状況でござい

ます。 

 それから併科についてですが，たとえ憲法上で二重処罰の問題がないとしても，

政策論として書くべきかどうか，併科すべきかどうかということについても，併

科を見直すべきだ，課徴金と刑事罰は両方科されるという制度を見直すべきだと

いう意見がａでございます。ｂのところでは課徴金と刑事罰の併科を維持すべき，

あるいは刑事罰を廃止すべきでないという意見がそれぞれこちらでも出されてい

る状況でございます。 

まだたくさんございますけれども，課徴金・刑事罰関連としてはこのような意

見が19ページまで続いている状況でございます。 

     それから次の 20 ページからは「審査・審判の在り方」（公正取引委員会におけ

る手続の在り方）というところで幾つか問題提起なり意見が出されているところ

でございます。 

     例えば，これも少し飛ばしていきますけれども，（2）のところで，審判を経て

処分を行う手続というのを，処分後に不服審査としての審判を行う手続というふ

うに今回の平成17年の改正で変わったということになりますけれども，それにつ

いて，審判を経て処分を行う手続とすべきか，あるいは処分後に不服審査として

の審判を行う手続とすべきかという点に関しまして，ａは，審判を経て処分を行

う手続とすべきという意見が改めてまたここで出されているという点が一つござ

います。次のページに参りまして，そうではない，処分後に不服審査としての審
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判を行う手続，改正後の手続ということになりますけれども，その手続に対して

肯定的な意見というのもこちらで出されているという状況です。 

     それに関連しまして23ページの（3）ですけれども，「不服審査の在り方につい

て」ということで，公正取引委員会の審判を経ずに直接裁判所の取消訴訟で排除

措置命令なり課徴金納付命令を争えるようにすべきではないかという意見も幾つ

か出されているところでございます。23～25ページ目までのところが，それに関

する意見ということになります。それに対しまして，25ページのｂですけれども，

取消訴訟の前に必ず審判を経ることとすべきだという意見，つまり現行の法律を

支持するということですけれども，必ず審判を経るべきだという意見も 25～26

ページにかけて出されている状況でございます。 

      こういった手続問題，特に審判に関するものですけれども，そういった意見が

出されています。 

     それから 28 ページ（5）のところですけれども，より細かい点につきまして，

審判手続に関して適正手続（デュー・プロセス）の保障が十分なのかどうかとい

う点で出されておる意見も幾つかございます。例えばｂのところです。立入検査

に関するもの，あるいは文書提出命令なり留置した証拠の取扱いに関するもの。

審尋・供述聴取に関するもの。違反行為の立証，証拠法則に関するもの。事前手

続，命令後の諸手続に関するもの。そういった各論点につきまして，それぞれ意

見が出されているという状況です。 

それから大きな検討項目の3つ目になります。31ページの4番「不公正な取引

方法に対する措置の在り方」も大きなトピックの 1 つということですけれども，

不公正な取引方法について課徴金や刑事罰の対象とすべきという意見，それから

対象とすべきではないという意見，それぞれがこちらでも出されています。 

     例えば対象とすべきというところでいいますと，抑止効果の確保の観点から，

「やり得」ともいえる状況を改善し，課徴金の対象とすべきという意見がまずａ

で出されています。それからｂの対象とすべきでないという意見でいきますと，

公正な競争を阻害するおそれという要件となっておりますので，明確性に欠ける，

正常な事業活動と明確に区別できないことから刑事罰なり課徴金の対象とすると，

かえって自由な営業活動を阻害するおそれがあるという指摘もございます。こち

らもそれぞれ両論が出されております。 

     その他，幾つか公共調達なり公正取引委員会の警告・注意に関しても意見が出

されておるところでございますが，こちらでの御紹介は省略したいと思います。 

      私からは以上でございます。 

松山経済取引局長 それでは引き続きまして「独禁懇175－3」の資料について御説明させ

ていただきます。これは一昨日10月 10 日の基本問題懇談会におきまして，公正

取引委員会としての意見という形で主要な論点につきまして御紹介させていただ
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いたものでございます。 

 1 枚おめくりいただきまして，1 つ目は「金銭的不利益処分」，課徴金制度の在

り方にかかわるものでございます。基本的に公正取引委員会として極めて重要で

あると考えていますのは，違反行為に対して十分な抑止力が確保されているとい

うこと，それと併せて，十分な抑止力を有する制度が実効的に法執行できる，ワ

ークできるということが重要であろうということでありまして，この 2 点が極め

て重要なポイントであると考えています。 

     具体的に，違反行為に対しての十分な抑止力を確保するために現行の課徴金制

度がどうあるべきかということでありますが，まず不当な利得の剥奪にとどまる

制度と位置付けるか，あるいはその範囲を超えて金銭を徴収する行政上の制裁と

位置付けるかどうかという論点につきましては，今回の改正法によりまして，既

に不当利得相当額以上の金銭を徴収するということになっているわけであります

が，そこを行政上の制裁であるかどうかという点について明確になっていないと

いう御指摘等もありますので，ここは行政上の制裁として明確に位置付けていた

だいたほうがよろしいのではないだろうかということであります。違反行為の抑

止力確保のために十分な水準ということのための制度ということでございます。 

     その際に，行政上の制裁ということになりますと，ＥＵ型の制裁金のように非

常に広範な裁量を有する制度もありますので，どういうものを考えているかとい

うことですが，2 つ目の〇（マル）は，上限を法定して比例原則の範囲内で賦課

水準を設定する。現在御案内のとおり，対象の商品の売上高の10％を基準率とい

たしまして，繰り返した場合に15％までということになっておりますが，そうい

ったものを原則に，比例原則の範囲内で15％とか20％の限られた範囲内の賦課水

準を念頭に置いて考えたらどうかということでございます。 

 裁量の問題もありますが，その点につきましても，できるだけ裁量の範囲を少

なくした制度であることが望ましいのではないか。これは予見可能性，透明性と

いうこともございますし，現実の執行面において，裁量の範囲が広くなりますと

当然争いも増えるということもございます。そういう面で実際に執行可能性，そ

れから現実に迅速な処理等を考えますと，裁量の範囲というのはできる限り少な

くしたほうが望ましいのではないか。 

     具体的には，加減算要因として，事業者規模，大規模，中小企業，あるいは業

種，卸・小売特別率，早期離脱の2割減，繰り返しの違反行為の5 割増といった

ことがありますが，こういったものは今後も加減算要因として徹底していく。 

     これにつけ加えまして検討すべき論点としては，カルテルとか談合におきまし

て，主導的な役割を果たす者，幹事的な役割を果たす者というのがありまして，

そういったものについての加算要因としての検討ができないだろうかというよう

なことも検討すべき事項ではないかと考えています。 



 11 

     それから行政上の制裁と位置付けることによりまして，従前型の不当利得の剥

奪にとどまらないということでありますので，対象行為の拡大につきましても検

討できるのではないかと。 

     具体的には，先ほどの論点でも御紹介させていただきましたが，排除型私的独

占につきましては，近年では法的措置の事例も出てまいりますし，ＥＵなりでも

制裁金の対象になっているということから課徴金を対象にするということを検討

すべきではないかと考えております。カルテル，あるいは支配型私的独占という

競争を実質的に制限する類型については既に課徴金の対象になっておりますので，

競争を実質的に制限する，競争に与える影響が同様なものの排除型私的独占につ

いて課徴金の対象になっていないのはいかがなものかという論点でございます。 

それと併せまして，もう 1 つの刑事罰との併科の問題がございます。これにつ

きましても先ほど御紹介させていただいたように幾つかの議論が当然あるわけ

でございますが，特に重大かつ悪質な事案につきましては，告発方針に基づきま

して告発を行っているわけでありますが，最近取り上げました橋梁談合事件，あ

るいは汚泥処理の事件等におきましても，非常に大きな社会的影響がございます

し，それを受けて企業サイドのコンプライアンスの取組といったこともかなり劇

的に変わってきている状況もございます。 

      そういう面で，やはり刑事罰の対象になるということが大きな社会的影響，感

銘力を有しているということがございますので，違反行為の抑止という面におき

ましては課徴金制度と併せて刑事罰の併科ということが大きな役割を果たして

いるのではないかというふうに考えております。そういう面で，刑事罰が現在併

科されている状況というのは抑止には効果的であると考えているということで

ございます。 

     1 枚おめくりいただきまして，2 つ目の論点でございますが，「不公正な取引方

法等に対する措置の在り方」ということでございます。不公正な取引方法につき

ましては，公正な競争を阻害するおそれのあるものであるということになり，あ

るいは公正取引委員会が告示で指定するという形になっておりまして，そういう

制度があることから，一律に課徴金あるいは刑事罰の対象にすることについては

いろいろ議論がされているところであります。 

     今回，私どもが考えていますのは，ここに記載させていただいておりますが，

先ほど申しました排除型私的独占に課徴金なり金銭的不利益処分の対象にすると

いうことを考えておりまして，特に市場において支配的な力を有する事業者が排

除型私的独占を行うということを課徴金の対象にしますと，排除型私的独占の具

体的な手段というのは，ここに略奪的価格設定と書いてありますが，不公正な取

引方法の類型のかなりのものが競争を減殺するという形で，一般指定で16類型が

ございますが，そのうちの10類型ぐらいは競争減殺型の類型になります。そうし
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た類型のものの不公正取引等にも抑止力として強化される効果があるのではない

だろうかということで，排除型私的独占への課徴金導入ということが 1 つありま

す。これは直ちに不公正取引すべてについて導入ということではなしに，こうい

うことからステップを踏んでいくことによって，大きな効果が期待できるのでは

ないかというのが1点目でございます。 

     それから，点線の下のほうでございますが2点書いてございまして，1つは「団

体訴権の導入について検討ということによって，欺瞞的顧客誘引（不当表示）等

への差止訴訟の活性化」と書いてございます。団体訴権の導入ということの検討

は，消費者契約法等で既に消費者団体等についてのことが決まっておりますが，

独占禁止法あるいは景品表示法といった法律につきましても，平成19年までに結

論を得ようということで，現在鋭意検討を進めておりますが，こうしたものも活

用していくということ。 

     それから，ここでは若干記載が不十分でございますが，いわゆる民事訴訟制度

の活用ということによりまして，それを活性化していくことによって，不公正な

取引方法に関しての抑止力は高めていくと。具体的には民事訴訟法の文書提出命

令の特則を設けるというようなことによりまして，現在の民事訴訟をより活性化

する，あるいは原告側の訴訟をやりやすくするといったことも検討すべきではな

いかと考えております。 

      それから，その下の原状回復措置ということで，「優越的地位の濫用行為」と

いうことへの対応が書いてあります。御案内のとおり，最近，不公正な取引方法

の中では，大規模小売業等においての納入業者に対しての優越的地位の濫用行為

でありますとか，あるいは金融業などでもそういう事件があったわけであります

が，こうした優越的地位濫用行為についても課徴金の対象にすべきではないかと

いうことが前回の改正法の国会審議においても議論されて，国会の附帯決議等で

も検討項目となっているわけでありますが，これにつきましても，1 つはもちろ

ん課徴金を対象にするという考え方もあるわけでありますが，先ほど申し上げま

したように，不公正取引の中でどういう不当な利益をどう特定していくかという

問題もあります。 

     その中で 1 つは，原状回復という形で不当な協賛金あるいは従業員派遣が行わ

れた場合，金銭の返還，あるいは対価の支払いを命じるということができないだ

ろうか。現行法の20条でいう排除措置として必要な措置として読めないかどうか

という問題も含めて検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

     それから 1 枚おめくりいただきまして，もう 1 つ大きな論点という形でござい

ますが，従前の勧告制度から排除措置命令制度へ変わったことによりまして，審

判が従前の事前手続から事後の不服審査に変わったということであります。こう

した現在の不服審査になった審判制度につきましては，先ほど御紹介しましたよ
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うにいろいろな御意見が出ているわけでありまして，それについて公正取引委員

会としてどう考えるかということでございますが，左上に書いてありますのは，

独占禁止法違反事案というのは専門性の高い問題がかなり多い。もちろん私的独

占とか企業結合のように市場の構造なり競争の実態というものを分析する必要の

ある事案も数多くございます。 

     そうしたことから，経済実態，市場構造についての専門的知見が必要であろう

ということでありまして，よくこのときに，企業結合等については独占禁止法の

専門性ということが非常に重要であると考えられるけれども，カルテル・談合問

題等については事実関係に関しての問題であるから，公正取引委員会の専門性は

要らないだろうという御指摘がされますが，これもいわゆる刑法の談合罪でいう

ところの談合の事実といった場合の認定の問題と，公正取引委員会が独占禁止法

違反行為として認定するカルテル事件，談合事件というのは若干設定が違ってお

りまして，やはり一定の取引分野，市場における競争を実質的に制限するかどう

かという形でいろいろな論点・争点がございます。 

     具体的には取引分野の設定とかアウトサイダーをどう評価するかといった問題

等について，現在でも地裁で損害賠償請求事件などにおいていろいろ結論が分か

れることがございまして，そういう面ではカルテル・談合事案であるから独占禁

止法の専門性は必要ないという御意見はいかがかという感じで考えております。 

     それから右上のほうですが，統一的法解釈，安定的ルールの形成ということで

ございまして，御案内のとおり，現行の制度は公正取引委員会の審判を経て出た

審決につきましては，審決取消訴訟が東京高裁専属管轄となっておりますので，

公正取引委員会が行った審決の取消訴訟は高裁に行って最高裁にという一本のル

ート，ルールができ上がっているわけでありますが，これが地裁からの審理とな

りますと，もちろん複数の複合ルートになる。 

     それからいろいろな御指摘の中に，選択制を採ったらどうかと。公正取引委員

会の審判を選択する方は審判をとり，また地裁からの審理を求める方は地裁から

の審理を求めるという選択制を採ったらどうかという御指摘もあるわけでありま

すが，そういう御指摘も現実問題としてカルテルのように多数の事業者が行われ

る事件等につきまして，ある事業者は公正取引委員会の審判，ある事業者は地裁

審理を求めるということになりますと，これも非常に複雑で煩さな状況が生じる

といったことから，やはり適切かどうかという問題があろうかと考えております。 

     それから，適正手続の保障という面におきましては，今回の法改正におきまし

ても手続面の確保が図られているということと，審判官の中立性・独立性の確保

という形で今回，審判官の定員を5名から 7名に増やして，うち 3名に法曹資格

者を充てるという形で，法曹資格者と公正取引委員会の実務経験を有するプロパ

ーの職員というのがそれぞれ協議・合議しながら進めていくという現行の審判体
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の在り方が適切ではないかという考え方ができるのではないかと考えております。 

     それから，中立・公正な判断の実績ということでありますが，確定判決が出た

事件のうちでは公正取引委員会の判断が覆ったというのは，中小企業か大企業か

という適用率をめぐって3％，6％で争われた事件が 1件のみでございまして，大

部分の事件は公正取引委員会で出された審決がそのまま結論としては変わってい

ないという実態があるということでございます。 

今回御案内のとおり，右下のほうでございますが，改正法による新措置体系と

いう形で，証拠の説明等を含む事前手続が実施されるようになっております。こ

れによりまして，従前ですと勧告制度が行われるまで，具体的に公正取引委員会

のほうで認定している証拠等については公式にアクセスすることはなかったわけ

でありますが，今回の制度改正によりまして，審判手続を請求するかどうかとい

う前段階において，公正取引委員会のほうで他者の物証等も含めた形で違反事実

を実証するのに基礎づける必要な証拠は御説明するということで，証拠提出の機

会も与えて，事業者側とも十分協議した上で進めているという形でございます。 

      そうしたことで，審判手続においても争点が早い段階で明確化になるというメ

リットがあるという，従前よりも事業者側にもメリットが生じている状況が実現

しておりますし，迅速化という面でもかなりそれが機能していくのではないかと

いう状況がうかがえるわけでありまして，こうしたことも含めますと，現在ある

公正取引委員会での行政審判制度を直ちに廃止する，あるいは選択制の導入とい

うのはいかがなものだろうかということを考えている状況でございます。 

     以上，簡単でございますが，私のほうからは3点御説明いたしました。 

後藤会長 どうもありがとうございました。 

      それでは，ただいまの説明につきまして御意見・御質問をお願いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

平田会員 簡単に意見を1つと質問を 1つをさせていただきます。 

     まず，刑事罰と課徴金の問題ですが，日本経団連は刑事罰を廃止すべきである

という意見書を出しておられます。同じ経済界でも経済同友会は，一定の合理性

があるということで，併科を存置することで構わないという意見を出しています。

私は経済同友会の意見に賛成です。 

     理由は，今の御説明があった資料に「感銘力を有する刑事罰」と。誠に感銘を

受ける表現ですが，ありていに言えば恥ずかしい，非常に困る，ダメージが大き

いということ。私たち新聞業界も，課徴金だけですと社会面の三段見出しですが，

刑事訴追といったことになると一面頭ということもあり得ます。私がやめろと言

ったって，どこのマスコミもそういうふうにやりますから，必ず会社側あるいは

担当者にとっては大きなダメージになります。これが抑止力になると思います。

ですから，これは存置してよろしいのではないか。ちなみに国税の重加算税と脱
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税に対する罰則は存置されていますし，証券取引法は今度名称が新しく変わりま

すが，これも，物によっては両罰規定があります。 

     次に質問ですが，不服審査の在り方というのは今回の議論の 1 つの大きな焦点

になると思います。これは本当に単純に質問ですけれども，大まかにいえば，専

門的知識が必要だから公正取引委員会の行政審判が適当であるということだと理

解するわけですが，現実には，地方裁判所に直接行くケースが増えているのでは

ないかというのが私の感じです。 

     というのは，地検が，今日も和歌山の県の談合で談合罪で起訴しようとしてい

ます。談合罪というのは刑法ですから，直接裁判所に行くわけですね。新潟の談

合もそうでした。ここのところ，地検が談合罪で起訴するというケースが多い。

そうすると，否が応でも裁判所はそういうことに対して専門的知識を持たざるを

得ないのではないかと思います。今後ともそうなってくる。そうすると，必ず公

正取引委員会の行政審判でなければいけないということにはならないのかなとい

う気もするのですが，そこはいかがでしょうか。 

松山経済取引局長 今御指摘の，刑法の談合罪が活発に地検のほうで取り上げられるよう

になってきているという形で，裁判所のほうで談合事案についての蓄積が高まっ

てくるのではないかというのは，御指摘のとおりだと思います。また独占禁止法

違反を理由にする損害賠償なんかも地方裁判所に請求するというケースももちろ

んございますから，そういう面で地方裁判所でそういう蓄積が増えていくという

ことは一般的にいえる傾向かと思います。 

     ただ先ほどもお話ししましたように，刑法の談合罪と独占禁止法とは若干性格

が違っておりますので，談合罪の蓄積があるから直ちに独占禁止法によってどの

程度専門的な知見が高まっていくかというのは，全く同一にはなかなか論じにく

い点があるのではないかと考えております。 

     そういう意味で，将来的な問題としてそういう流れがあるということはおっし

ゃるとおりだと思いますが，現状において企業結合等含めて，独占禁止法の専門

的な部分について現実問題としての蓄積が公正取引委員会にはかなりあるけれど

も，残念ながら裁判所には十分ないのではないかという傾向はあるのかなと。 

     あともう 1 点，公正取引委員会の審判制度の在り方のところで御説明を省略さ

せていただいたのですが，公正取引委員会の独立性の存在意義としていわれてい

ますのは，中立性ということと，それと併せまして準司法的な機能を有している

ということも大きな理由としていわれていまして，そういう面で審判制度を廃止

してしまうということが公正取引委員会の独立性なり，そういったものに影響を

及ぼさないかというようなことも実は懇談会でも御議論されているところでござ

います。 

萩原会員 ただいまの平田会員のテーマと同じところでございますけれども，私ども経団
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連は，御指摘のように，刑事罰との併科の問題については，少なくとも法人につ

いては刑事罰を廃止すべきだというコメントを出しております。経済同友会がど

ういう議論を経て，どういう考え方で別のコメントを出したかということは聞い

ておりません。 

     平田会員は「感銘力」という言葉に大変感銘を受けておられるようですが，私

どもは少なくとも，課徴金の性格が不当利得の返還から行政上の制裁に変わった

ということを前提にするならば，その行政上の制裁を課せられるということは第

三者にとってもそれなりに感銘力があるといいますか，影響力があることだろう

と思っております。 

     新聞記事の見出しの三面にするか一面にするかはメディアの価値観の問題です

ので，ここでは論評を避けますけれども，私は経団連の立場として，法人につい

ての刑事罰は廃止し，行政罰に一本化すべきだという立場でございます。 

      そういう意味で，これはお伺いしたいのですが，先ほどの御説明の中で，論点

整理の3ページのところの意見・情報概要の「論点整理の項目に即して整理」に

ついて，事務局の御説明では，ここにある幾つかの項目については内閣府懇談会

の中で基本的な合意に達している項目だというお話でしたが，その4点のところ

で，「外国の制度とも比較しつつ検討すること」ということが挙がってございま

す。 

     少なくとも私が知っている限り，カルテルの制裁金の問題については，主要国

の間で制裁金と法人の刑事罰を併科している国はないように思いますけれども，

そういう比較検討も考慮の上で，こういう御意見を公正取引委員会が出されてい

るのかどうかということについて御質問いたします。 

     2つ目でございますけれども，1つは不服審査の在り方の問題でありまして，こ

れについては経団連は，不服申し立ては直ちに裁判所にする。理由は今日ここで

くどくどと申し上げませんけれども，そういうことをコメントとして申し上げて

います。この点ではただ今御説明を受けた公正取引委員会の考え方と違っている

わけです。なお，「独禁懇175－3」最後のページにございます表の中の左下の「中

立・公正な判断の実績」というところに矢印がついていて，「専門的知見に基づき

中立・公正な判断が行われている証左である」という言葉があります。私どもは，

ただ今の独占禁止法の中にあります実質的証拠法則の問題がある限り，裁判所と

しては公正取引委員会の事実認定について，これを再度審査する立場にないわけ

でありますので，これが専門的知見に基づき中立・公正な判断が行われた証左だ

と決めつけるのはいかがなものか。少なくとも実質的証拠法則の問題についてど

のようにお考えになっているのかということについて御意見を承りたいと思いま

す。この2点です。 

後藤会長 2 点あります。1 つ目は二重併科の問題について外国の動向はどうかというこ
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とだったと思います。第2点目は不服審査のところで審決が裁判で覆ることはま

れということの解釈について，こういう解釈でいいのかという御意見だったと思

いますけれども，お答えをいただけますか。 

岩成経済取引局企画室長 2点ございました。1点目は刑事罰との併科の問題でございます

けれども，実際問題といたしましては，例えば韓国だと，こういう課徴金と刑事

罰の併科というのが実際の制度としてございます。それから例えばアメリカのカ

ルテルの場合には，刑事罰のみという形になっています。そういう形で欧米で日

本と同じような国がどこにあるかという御指摘はあろうかと思いますが，例えば

独占禁止法以外，証券取引法制といった世界に行きますと，シビルペナルティと

いいますけれども，そういうものと刑事罰との併科は既に存在するところでござ

います。したがって，少し広い観点で見ていただくと，もう少しいろいろな制度

が出てくるかと思います。 

     それから論点整理の3ページ目に関連して（4）というところで，海外との比較

という点を御指摘されましたが，こちらにありますとおり，単に競争法だけで比

較するのではなくて，それぞれの国における基本法制の在り方，それぞれの国の

法制の在り方を踏まえた上で検討するということが恐らく必要になってくるであ

ろう。例えば日本において刑事罰は法人についてどこまで引き上げられるのか，

あるいは課徴金にしてもどういったところまで実際に課すことができるのかとい

った法制についての検討というのも必要になるのではないかというふうに思いま

す。 

それから 2 点目として，不服審査の在り方に関連して，実質的証拠法則につい

ての御指摘があったかと思います。独占禁止法80条のところに実質的証拠法則に

ついての記載があります。「公正取引委員会の認定した事実は，これを立証する実

質的な証拠があるときには，裁判所を拘束する」，そして「実質的証拠の有無につ

いては裁判所がこれを判断するものとする」ということになっております。 

     「裁判所を拘束」というところですけれども，これは審決における事実認定に

ついての観点ということでございまして，それについて独自の立場で改めて裁判

所が認定をやり直すということではないですよということをいっているわけです。

一方で法令の適用とか解釈といった点については裁判所は拘束されないというこ

とになります。例えば，ある違反被疑行為があるとして，それに関連してその事

業者の販売シェアがどのぐらいあったのとか，あるいは取引の取り決めはどうい

うふうにとればいいのか，そういったつまり法律解釈の問題になりますと，そこ

は裁判所が判断していくということになるわけです。 

     したがって，そこの判断が公正取引委員会と異なるということになれば，そこ

の部分については「実質的証拠というのは欠いていますね」ということで判断が

変わっていくということは当然あり得るわけです。したがって，公正取引委員会
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の判断に縛られて裁判所が違う判断ができないということではないということは

御理解いただきたいと思います。私からは以上です。 

萩原会員 先ほど外国の事例で韓国の独占禁止法にあるじゃないかというお話がありまし

たが，私の誤解がなければ，韓国の独占禁止法は日本の独占禁止法を参考にして

作られた法律であると思いますので，余り参考にならないなというのが1点です。 

     2 つ目は，ほかの法制の中でも同じようなことがあるじゃないかという御意見

がございましたけれども，今，我々が議論しているのはカルテル行為についての

行政罰についての議論ですから，余りほかに広げて考えるのはいかがなものかと

いうことだけを申し上げておきます。 

     それから2つ目の問題は，御意見として承っておきます。以上です。 

村上会員 私は内閣府懇談会の委員もしているもので，内閣府懇談会は１回目の議論が終

わって，海外調査の報告も終わりまして，今回パブリックコメントの結果が出た。

そういう意味では，個人的にはかなり方向性は見えた段階であるというふうに認

識しています。この席はむしろ内閣府懇談会より内輪の席だと認識しております。

課徴金の取扱いをどうするかというのと，行政審判制度をどう扱うかというのが

2大争点だと思っていますが，率直に感想を述べさせていただきたいと思います。

特に回答してもらう必要もないと思います。 

そこで，私がみているところでは，少なくともカルテルについては講学上の裁

量型行政制裁金の導入を個人的にはすべきだと思うし，実際にも導入されるのだ

ろうと予想しています。そういう意味では，独禁懇175-3の資料には，「行政上の

制裁と明確に位置付けて上限金額を法定して，比例原則の範囲内で賦課基準を設

定する」という，このとおりの処理で構わないと思います。 

     それからもう 1 つが，排除型私的独占に対して制裁金を課す。これはいずれか

の時点で実現する話だと思いますので，これを検討することも問題ありません。 

     ただ，3番目の「裁量的でない」というのはどういう意味なのか。というのは，

これから先にする議論というのは加減算要因のうち，どれを法律に書き込むか。

それから非常に大きな枠組みでどういう制度を作るのかというのが検討対象にな

ると思います。 

     ただそれがいずれの結論に落ちつくにしろ，一定の裁量権の付与というのは公

正取引委員会に対しては残るはずなので，結局いずれの形でも制裁金額の算定基

準，そのルールを規則やガイドラインで公正取引委員会が詳細に明らかにすると

いうことは残らざるを得ないと考えています。 

     もちろんその場合には，公正取引委員会が裁量権を広く持つものを作るか，そ

れともむしろ自己抑制的というか，現行の算定基準に沿ったような，裁量権を乏

しくするようなガイドラインなり規則を作るかという，そういう裁量権も公正取

引委員会にあるわけなので，非常に裁量権は乏しくしたような規則なりガイドラ
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インを作って運用するというのは，一向に構わない話だと思います。 

 ただ，公正取引委員会に対しては一定の裁量権の行使というのは認められるの

であって，これが全くなくなるような制度というのは考えられない。ましてや排

除型私的独占まで違反金に含めるならば，個別事案を適正に処理するためには，

カルテルの場合よりも大きな裁量権を持たせるような違反金の制度にならざるを

得ないわけなので，むしろ公正取引委員会が金額算定における，ある程度の裁量

権も行使できる自信がないということを言明するならば，今回は私的独占への拡

大はやめたほうがいいのではないかという議論になりかねないので，ここの裁量

権という言葉はどの程度まで意味し，どの程度までなら行使できるという，どの

程度までというのを十分に検討してもらいたいというのが第１点です。 

     それから第 2 点目の制度について，個人的には東京地裁に直接訴訟を提起する

ほうがいいのではないかと考えます。その大前提として東京地裁に行政処分の取

消訴訟を提起した場合には，今の差止請求訴訟と同様に，東京地裁の商事部が受

け皿になるのだろうと考えています。 

     そういう意味では，同じページのここに書いてある不服審査の在り方には反対

しません。専門的知見が大事だとか，安定的ルールの形成が必要である，一定の

適正手続の保障，判断する者の中立性・独立性の確保というのは全部大切な事項

です。ただ，だからといって，あえて，世界のどこにもない事後行政審判制を維

持しておくことの理由にはならないと思います。手続の一般原則に従って，公正

取引委員会の命令に対しては，東京地方裁判所に取消訴訟を認めることとは何ら

矛盾しないし，むしろ，はっきり合致しているのだというふうにとらえています。 

     それともう 1 つがパブリックコメントの結果について，実は我々としては予想

外の話で，地方裁判所への取消訴訟の提起と公正取引委員会の事後審判請求の選

択制を認めたらどうかというのが人気を集め，そういう意見を出した人が多いわ

けですが，ここは公正取引委員会と同意見で，そのような制度の採用はやめるべ

きだと思います。それは先ほども言われたようにカルテル・談合事件で，ある事

業者が取消訴訟を提起し，別の事業者は審判を請求することができるのでは非常

に複雑な制度になります。相手方によって結論が分かれる可能性を不必要に大き

くするという制度になりますので，選択制の採用はやめるべきだと思います。 

     ただ，この段階でやっている議論では，行政手続については 10月 10 日に塩野

座長から発言がありましたように，公正取引委員会は確かに専門行政機関である

けれども，だからといって行政手続全体においては特別扱いされるものではない。

その前提でこれから先，議論が進んでいくんだろうと思いますので，そこのとこ

ろは公正取引委員会は先々の話としては柔軟に考えてもらったほうがいいのでは

ないかと思います。 

後藤会長 大変貴重な御意見をありがとうございます。村上会員から，特に回答は必要な
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いという御発言でしたけれども，これに関して，もし御発言がおありでしたらお

願いいたします。 

松山経済取引局長 審判の在り方のほうは御意見という形だと思いますので，最初の 1 点

目の裁量権の話についてコメントさせていただきたいと思います。私ども，一切

の裁量権を規定しないということを申し上げているわけではなくて，制裁金とい

う位置付けに変更することによって，上限を法定化して，その範囲内でというも

のを，先ほど言われた運用面におけるガイドラインなり規則でかなり予見可能

性・透明性を高めていくということでもよろしいのかもしれませんし，そういう

面では村上会員がおっしゃられたこととそんなに大きなギャップがあるとは思っ

ておりません。けれども実際の運用面において，そこにおいてＥＵ型のように広

い裁量を持ってしまうと，現行の課徴金制度にもかなり心配の種が増えるという

要素もありますので，そこは予見可能性・透明性という面からも裁量面をある程

度クリアした形で考えていくべきではないだろうか。 

しかし先ほど申しましたように主導的役割というものを認定するという形にな

りますと，その範囲での裁量制という問題が出てきますし，排除型私的独占の導

入ということになりますと，そういう点での検討も当然必要になってくるだろう。

算定率もカルテル・談合と排除型独占が同じ率でいいかという問題もありましょ

うから，それはもちろんこれから柔軟に検討させていただくことになるのではな

いかと考えています。 

後藤会長 どうもありがとうございました。明確なルールで判断していくということと，

ケース・バイ・ケースで判断していくことの間に制度的にどうしていくかという

のはなかなか難しい問題かと思いますが，今後ともいろいろと御報告いただけれ

ばと思います。 

フクシマ会員 日本が課徴金減免制度を導入してきたというのは，個人的には成果だと考

えておりますが，課徴金減免制度について 3 つほど教えていただきたいと思いま

す。 

第 1 点は 9 か月間の実施の結果のもとで，公正取引委員会としては，100 点満

点の中で何点ぐらい，今の制度を評価されるかというのが 1 点です。2 点目は実

施の面で問題点があるのであれば，この 9 か月の間に具体的にどういう問題点が

出てきたか。3 点目としては，もし修正あるいは改正する余地があれば，具体的

にどういう面を改正すべきか。たしかこれは1年か2 年で見直しという条件があ

ったかと思いますが，何年か教えていただきたいのですが。 

後藤会長 課徴金減免制度について，3 点お尋ねがありました。お答えいただけますか。

今の紙に書いてありますけれども，附則において施行後 2 年以内の見直しを規定

していますので，あと 1 年ぐらい残っているかと思いますが，その点も正確に御

説明ください。 
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山田審査局管理企画課長 まず最初にどのように評価しているのかということですが，点

数で評価するのはなかなか難しいのではないかと思っております。ただ，課徴金

減免制度の目的としては 2 つありまして，1 つは発見しにくい独占禁止法違反，

カルテル・談合行為の発見を見付けやすくするということがあります。 

     その一方で，前提としては企業の側できちんとした社内調査を行って，自分の

会社はこういう違反行為を行っていましたということを認めるわけですので，社

内でのコンプライアンスが単なる看板だけではなくて，少なくとも減免申請を行

う対象については，きちんと機能するということが前提になっていると思います。 

 その意味では，前者の点につきましては，外に対して公表できるケースがまだ

1件ですので，この時点で何点かと自己採点するのも面はゆい感じがいたします。

今後，どの程度減免に基づくものであるかということが公表できるかというのは，

先ほど申し上げたように事例によって異なってきますが，なるべく多く発見でき

るという，それは結果につなげて初めて評価できることだと思います。 

     もう 1 点につきましては，今回トンネル換気設備工事談合事件の減免対象にな

りました事業者，あえて今名前を申しませんけれども，一部上場で国内的・国際

的にもかなり名の通った企業がそうした行動を採っているということは，特に大

きな影響力を及ぼし得る立場，つまりこういう言い方をすると失礼ですが，市場

において端にいるような企業が何か言ってきたのではなくて，中心的あるいは中

心的になり得る企業がそういう行動を採ったということは非常に大きな意義があ

ると考えております。 

     実施上の問題点があるかという点ですけれども，正直申しまして，我が国で経

験したことがない課徴金減免制度を導入したことでありまして，こういう事態に

ついてはこういうふうになるのではないかという想定のもとに，いろいろな規則

とか我々の中でのマニュアルなどをつくっております。その中では当初想定して

いなかったような事態も正直ないわけではありません。その点は，今ある法律の

制度の枠内で対応できるものについては修正しながら進めていきたいと思います。 

申し訳ございません，課徴金減免制度という制度の問題でありますが，同時に

端緒情報，中身にかかわる話にもなりますので，具体的なことを申し上げるのは

差し控えさせていただきたいと思います。 

岩成経済取引局企画室長 今後の見直しのほうですけれども，附則，つまり平成17年の改

正の附則13条にその点がございまして，政府は改正法の施行後 2年以内に見直し

のための検討を加えていく，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

というふうにされています。したがって，施行が今年の 1 月ですから，そこから

2年以内にこうしたことを行っていくことになっています。 

     具体的に減免制度について，どういった見直しを行っていくのかというのは先

ほど管理企画課長からもありましたけれども，そういう問題点について検討して
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いく。それが今の法律で読めるのか，あるいは読めなくて法的手当てが必要なの

かを踏まえて考えていくことになろうかと思いますので，そういった点はこれか

らの検討をするということで今のところ考えています。以上です。 

後藤会長 フクシマ会員の 3 番目の御質問で今の時点で修正なり改正の必要を感じておら

れる点があるかというのがありましたが，いかがでしょうか。 

岩成経済取引局企画室長 今の時点でこれをこうしたいというふうに具体化したものはご

ざいません。 

北村会員 先ほどの刑事罰との併科の事務局からの説明ですけれども，海外では他の法律

を挙げるとすると併科する例もあるのじゃないかという説明でしたが，だとする

と，独占禁止法で併科を定めるというのはますますなくなるというふうにしか聞

こえなくて，公正取引委員会自体が併科の必要性がないと言っているように聞こ

えますが。 

松山経済取引局長 御説明が不十分だったかもしれませんが，諸外国のいろいろな各事情

も踏まえて比較検討するということでありまして，申し上げたかった点は，例え

ばＥＵの制裁金といったものと我が国の課徴金制度を比較した場合，ＥＵの場合

は全世界における売上高の 10％を上限としてかなり裁量的に決めることができ

る程度でございます。 

     仮にそういう方向性の制裁金にすれば，そういうものまで現実に日本の課徴金

制度で可能かどうかということもあり得ると思います。それからもちろんアメリ

カについては刑事罰ということでやっているわけでありますが，カルテル・談合

が行われた場合は実刑になって実際に監獄に入るような率が高いということで，

我が国の場合は独占禁止法違反行為をしてもすべて執行猶予がついているという

ような実態であって，そういう面での制裁効果，抑止効果はそれぞれの国の歴史

がありますので，範囲，効果が違ってきているということもあろうと思います。 

     私が申し上げたいのは，十分な抑止力という観点で現行の刑事罰制度の問題，

あるいは課徴金制度の問題の中でどういうものが妥当かと考えていくと，いきな

りＥＵ型，いきなりアメリカ型にどちらかにポンと乗り移るというのはなかなか

難しいという論点もあるだろうし，そういうものを総合して判断していく中で，

十分な抑止力を確保するためには，現在の併科ということが望ましいのではない

かと。そういう考え方をしているということでございます。 

大戸会員 2点，質問をさせていただきます。資料175－１で最近の状況を御説明いただき，

その中に，大阪と沖縄の事例が出ておりましたが，最近，カルテル・談合などの

摘発が非常に多いように思います。官製談合などを防止するため，受発注の仕組

みを変えていこうという動きが，行政あるいは民間に出てきているのかどうかと

いうことにつき，御説明いただきたいと思います。 

 もう 1 点は，課徴金から制裁金に移行した場合，非常に案件が増えてくる可能
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性があると思います。そうしたものに対応するために，例えば労働審判員制度と

か，あるいは駐車違反の取締りの民間委託といった例にみられるような工夫を取

り入れることにより，独占禁止法についても，細かい点できちんと対応できるよ

うになり，違反件数も少なくなっていくと思いますが，そういうことについての

検討は何かされているのでしょうか。以上の2点です。 

後藤会長 2点についてお答えいただきたいと思います。 

松山経済取引局長 １点目が談合事件が増えてきているということで，企業のコンプライ

アンスの問題への対応が変わってきているかどうかということだと思いますが，

その点につきましては，実際に先ほど申しましたリーニエンシーが大企業から出

されてきているという状況もそうでありますし，あるいはいくつかの業界で談合

離脱宣言をする企業が現れてきていること。あるいは私どもが調査を行っている

段階でも，従前は徹底的な否認していたような会社でも立入直後に協力してくる

ケースもあるとか，そういう面では企業のほうもコンプライアンスというものに

ついて，取組がかなり真剣になってきている企業が増えてきているという印象を

受けております。もちろんすべての業界でということではありません。 

     それと，制裁金に変えることによって案件が増えるのではないかと。そのため

の対応として専門委員とかいろいろな制度が考えられないかという御指摘でござ

いますが，制裁金に切り替えることによって，現在の課徴金制度から，私どもが

取り上げる事件が10倍，100倍になるという印象を持っているわけではございま

せんので，基本的に私どもが法的措置を採る事件というのは，違反があるとして

公正取引委員会が調査に入る事件でございますので，それ自身が急増するという

ことではないと思っています。そういう面では制裁金に切り替わることによって

件数が激増するので，そのための人的な手当てとか，資源なりの問題を考える必

要性がすぐに現れるとは考えておりません。 

大戸会員 これからもさらに公共工事が減っていく傾向がある中で，官製談合というか，

公共工事に絡む違反が増大しかねません。発注の仕組みとかで，変わってきてい

るということはございますか。 

大西経済取引局総務課長 発注制度自体についての改革は政府全体でも連絡会議が作られ

まして，2月末に連絡会議として一定の考え方をまとめております。 

     考え方の 1 つは，今まで入札談合の起こる原因は競争性が少ないことにあると

考えられる。また，指名競争入札のような指名方式では競争性が少ない。したが

って，もう少し広く開放する形の一般競争入札を制度としてもっと拡充していこ

うじゃないか，こういう方針が1つ決まっております。 

     それと同時に，単に一般競争入札が拡大するだけでは品質の確保が非常に難し

い。併せて品質を総合的に評価する総合評価方式を入れていこうじゃないかとい

うことが会議の中で決められています。 
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     それを受けまして 5 月末で政府全体の閣議決定として入札の適正化のガイドラ

イン，適正化指針というのが定められております。そういった趣旨を適正化指針

の中でも閣議決定しております。この適正化指針は単に国だけではなくて，地方

公共団体を含めて指針に沿って公共工事の調達制度を変えていってほしいという

ことをいっておりますので，地方を含めた方針として一般競争入札を拡大して入

札談合を防いでいくとともに，品質を確保してそれ相当の立派な工事をするため

の総合評価方式を入れていこうと，こういうことで対応していこうということに

なっております。 

後藤会長 ほかに何かございますか。北原会員どうぞ。 

北原会員 全国中小企業団体中央会の新任の北原でございます。先ほど経団連の会員の方

からも御発言がありましたけれども，私どもは昨年の参議院の経済産業委員会に

おける独占禁止法改正法案につきましては参考人として意見を述べさせていただ

いておりまして，基本的に賛成ということで意見を述べております。 

     日本の国家公務，地方公務，農林水産業を除いた企業の数は 430 万あるわけで

すけれども，これの99.7％が中小企業である。いわゆる中小企業基本法でいうと

ころの基準でいきますと，大企業は 0.3％にすぎないというのが日本の企業の規

模の現実の姿でございまして，不当廉売にしても優越的地位の濫用の問題にしま

しても談合・カルテルにしましても，大手有名企業がそれらの行為をなされて，

中小企業が多大な影響を受けているというところが実態なのではないかというこ

とも参議院の経済産業委員会で申し上げたところでございます。 

     独占禁止法の今後につきましても，内閣府がまとめた論点整理に関する意見に

おいて「経済団体」というくくりになっていますけれども，一括りにできない事

情といいますか，大企業と中小企業の間の考え方の違いということもございます

ので，ぜひともその辺をお汲み取りの上，御検討いただければ幸いでございます。 

後藤会長 どうもありがとうございました。時間も過ぎましたので，御意見が特になけれ

ば，次の議題に進みたいと思います。よろしいでしょうか。基本問題懇談会での

議論はあと 1 年間続くということですので，適宜また進展がありましたら，この

場に届けていただければと思います。 

     第 2 番目の議題は「医療用医薬品の流通実態に関する調査」につきまして，片

桐取引部取引調査室長から御説明をお願いいたします。 

片桐取引部取引調査室長 「独禁懇175－4」と右側に書いてあります御手元の資料は概要

版になっておりまして，その後ろに調査報告書本体がついております。御時間の

関係もございますので，概要版に沿って今回の報告書の概要について私のほうか

ら御説明申し上げます。 

     概要版の 1 ページ目「調査の目的」ですけれども，近年高騰する医療費を抑制

するということが喫緊の課題となっておりまして，医療費のうち 2 割強を占める
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薬剤費を抑制することも重要だということでございます。そこで公正取引委員会

といたしまして医薬品の流通，このうち医療費の削減に資するとされています後

発医薬品，いわゆるジェネリック医薬品でございますけれども，こちらの取引，

それから医療機関が連携して価格交渉を行うという共同購入の取組，この 2 つの

トピックに関しまして，流通の実態を調査して競争政策上の観点から提言を行う

ということを目的として調査してきたものでございます。 

     調査の内容でございますけれども，ページをおめくりいただきまして 2 ページ

目以降です。2ページにつきましては「業界の構造」ということでございます。（1）

として市場規模。冒頭，出荷金額6兆 7000億超ということですけれども，こちら

は医療用医薬品全体の取扱量に占める後発医薬品のシェアということですけれど

も，グラフを御覧いただければ分かりますように，欧米諸国と比べまして我が国

は低いということで，数量ベースで17％ということです。 

     次の流通経路ですけれども，後発医薬品に対して先発医薬品ということですが，

先発医薬品メーカーにつきましては，卸売業者を通じて医療機関等に医薬品を販

売しているということでございます。後発医薬品につきましては，メーカーは後

発医薬品の専業の販売会社を通じて販売する場合もあるということで，この比率

は大体半々程度といわれています。 

     それから構造の 3 つ目としまして，（3）ですが，各メーカーは自社のＭＲを通

じまして，医療機関に対して医薬品の品質・有効性及び安全性に関する情報等を

提供しているということでございます。 

     医療機関は医薬品の選定に際しまして，医薬品の品質・有効性及び安全性と，

それらについての情報量，ＭＲの人数といった販売側の情報提供体制の充実度と

いったようなものですけれども，こういった観点を重視しておりまして，こうし

たことから，メーカーのＭＲによる活動というものが医療機関の医薬品選定に大

きな影響を及ぼしているということでございます。 

     なお，先発品メーカーは医療機関と医薬品の価格交渉は行っておりません。Ｍ

Ｒもこうした医療活動の中で医療機関と医薬品の価格交渉を行っておりません。 

     3ページですが，「取引慣行及び競争政策上の評価」です。（1）後発医薬品の使

用ということで，最初のトピックであります後発医薬品の使用についてでござい

ます。最初に医療機関の認識ということで，医療機関に対する今回の調査のアン

ケート結果をグラフで掲載しておりますけれども，一番上ですね，多かったもの

として後発医薬品全体の安全性，安定供給，品質・有効性を含む情報量について

不安感を覚えるという医療機関の認識は，今回アンケートに対する回答として

84.6％ということでございます。 

     これにつきまして競争政策上の評価ということですけれども，厚生労働省が後

発医薬品の安定供給，情報提供，品質確保につきまして，後発医薬品メーカーに
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対して取組を促すといったこととともに，厚労省自体としても後発医薬品の品質

再評価，一般国民への啓発活動といった後発医薬品の使用促進のための取組を進

めているところでございます。 

     そこで今回のこれに関する競争政策上の提言といたしまして，〇（マル）のと

ころに書いてありますが，引き続き厚生労働省による後発医薬品の使用促進の取

組といったものが進められるとともに，後発医薬品メーカーに対して安定供給，

情報提供，品質確保について医療機関の不安感を払拭するという取組を行うのが

望ましい。それがその提言の第1でございます。 

     次にそのページの下のほうの先発医薬品メーカーによる後発医薬品についての

説明でございます。メーカーによる情報提供が医療機関の医薬品選定に大きな影

響力を有しているというところですが，かかる状況にある中で，後発医薬品につ

いての医療機関に対する説明において，不適切な説明の事例があったということ

です。そこに書いてありますけれども，例えば後発医薬品の使用例について事実

に反する情報提供を行ったといった場合とか，特定の後発医薬品についての製造

上の欠陥情報について，後発医薬品一般がそうであるかのような情報提供の仕方

をしていたという事例が見受けられたということです。 

     こういったものにつきまして，競争政策上の提言といたしまして，不公正な取

引方法（取引妨害）として独占禁止法上問題になるということですので，不適切

な説明，事実に反する情報提供とか，そういった説明を行ってはならないという

のが2番目の提言です。 

     4ページ，外来患者に対する医薬品の処方に関する実態でございます。「消費者

による医薬品の選択」ということです。これにつきまして円グラフが 2 つ載って

おりますけれども，公正取引委員会から委嘱しております消費者モニターに後発

医薬品に対する認識を問うアンケートですけれども，その結果として後発医薬品

を選びますよという回答が96.7％です。このうち下のほうの円グラフですけれど

も，場合によって後発医薬品を選ぶという回答をした消費者に，どういう場合に

選ぶのかと聞いたところ，確かに後発医薬品の安全性等に不安はあるけれども，

医師ないし薬剤師から安全性・効き目について説明を受けて納得できた場合には

後発医薬品を選ぶという回答が78.1％ありました。 

     こうした実態を踏まえまして，競争政策上の提言ということです。白矢印の下

のほうです。競争政策の観点から消費者が可能な限り医薬品の選択ができること

が望ましいわけですが，ここで1つ制度改正の話があって，平成18年 4月に処方

せんの様式に，新たに後発医薬品への変更可という欄が加えられる制度改正がな

されています。この欄に担当医師がサインをすれば，薬剤師が患者の意向を聞い

て，先発医薬品ではなくて後発医薬品を調剤できるということになりました。 

     そこでこうした制度改正を踏まえまして，提言といたしまして，医師又は薬剤
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師は患者に後発医薬品を処方する，又は調剤するに当たって，後発医薬品の安全

性・有効性について先発医薬品と同等であるんですよという説明を行うのが望ま

しいという提言です。 

     以上が最初のトピックでございます。後発医薬品についてですが，5 ページ以

降は次のトピックである共同購入についてです。 

     最初に共同購入の実質上でございますけれども，最初の〇（マル）で，我が国

では医療機関，共同購入で調達している割合というのは必ずしも多くありません。 

     そこで，行っていない理由を問うてみたのですが，次の〇（マル）で相手方の

卸売業者の利幅が非常に薄いということで，共同購入の取組を行っても大幅に安

く調達できる見込みがないからという回答が多くありました。 

     卸売業者のほうにも聞いてみたのですが，確かに発注数量が多くなったとして

も，メーカーからのリベート等，それほど増えていないということで販売価格を

安くすることができないという回答が多かったことです。 

     それから灰色のところ，〇（マル）の一番最後のところですが，仮に共同購入

をしている，またはしようとしている医療機関に対して，この取組がしにくい理

由を尋ねたところ，医薬品の品目数の絞り込みがなかなか進まないので，そうい

う取組が進まないんだという理由が聞かれたところでございます。 

     こういった実態を踏まえまして，競争政策上の提言として，白矢印下のほうに

書かれてあるものですが，まず卸売業者に対しまして，共同購入の取扱量が増え

る場合ですけれども，すなわち従来の取引と比べてかなり大きく取扱量が増える

場合と考えられるわけですが，このような場合にはメーカー側と従来の取引のベ

ースとなっていたリベートやアローアンスの支払基準自体について見直しを交渉

するといった営業努力を行うことが望ましいのではないか。これがその提言の最

初でございます。 

 次に医療機関に対する提言といたしましては，共同購入ということで医薬品の

品目数を絞り込んで１品目当たりの購入量を増やすということですけれども，そ

れでも卸売業者から購入したのでは，なかなか購入価格の値引きが期待できない

という場合には，メーカーから直接購入することも検討したらどうかということ

で，より高いコスト意識に基づいた姿勢を採ることが望ましいのではないか。ま

たあわせて，医師もこうした医薬品の品目数の絞り込みに可能な限り協力するこ

とが望ましいということです。 

     なお先発医薬品メーカーについては医療機関と医薬品の価格交渉を行っていな

い実態があると先ほど申し上げましたけれども，共同購入への提言の今申し上げ

たところで言っておりますように，医療機関がメーカーと直接価格交渉を行って

取引条件を設定するということになろうかと思いますが，この場合に卸売業者が，

その取引条件で医療機関に販売するということは通常独占禁止法違反にはならな
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い。再販売価格に当たることにはならないということです。 

     最後のページですけれども，メーカーと卸売業者間の取引慣行ということで，

今回の調査で明らかになった実態がございます。灰色のところに書いてあります

けれども，最初に卸売業者の利益は非常に少ないということで，卸売業者の利幅

が極めて薄い状況にあるということで，卸売業者が販売管理費等含めた利益など，

メーカーからのリベート，アローアンスに依存して確保している実態にあるとい

うことが1つでございます。 

     次の〇（マル）でグラフが掲載してありますけれども，こういった利幅が薄い

状況にある中で，メーカーがコンピューターシステムを利用して卸売業者から医

療機関への販売価格等の情報の報告を受けているということがございまして，こ

ういった情報に基づいて仕切り価格，リベート，アローアンスをメーカーが設定

しているという実態にあります。 

     こういった実態につきましては，最後の提言になりますけれども，メーカーが

卸売業者からの販売価格等の情報に基づいて販売価格の拘束を行うということは，

例えば一定の価格を下回って販売した卸売業者にはリベートやアローアンスにつ

いて不利な取扱いをするといったことがあると，独占禁止法上の問題となるとい

うことですので，このような行為が行われないように公正取引委員会といたしま

して，引き続き注視していきたいというのが最後の提言でございます。 

     簡単でございますけれども，今回の調査結果につきまして，私の説明は以上で

す。 

後藤会長 どうもありがとうございました。何かこれにつきまして。三村会員どうぞ。 

三村会員 3点ほど質問いたします。1つは今の医薬品の調査が進んでいる中で，何で調剤

薬局等をある意味では調査の対象から外されたのか。そこに何か理由がございま

したらひとつお願いいたします。 

     第 2 点は共同購入が基本的にコストを下げるはずだ，あるいは単価を下げるは

ずだという論理があるのですが，共同購入が実態としてはむしろコスト高になっ

ているという現状がございます。これはある事実の中で，かなり集中的に購入し

ている医療機関が自分の病院のすぐそばに倉庫がなければダメだと要求したとか，

そのような話もあります。結果として，ここのアンケート調査の下の19％のとこ

ろにあるんですが，結果として物流コストを下げることになっていないというこ

とがありますので，必ずしも共同購入が全体としての経済効率を上げるという形

にはならないのではないかということです。 

     それに併せまして，今回は病院を相手にしているということですが，病院の取

引は，今，未妥結という形で，価格が半年，1 年決まらないという状況が非常に

ひどくなってくる事実がございます。これは今年から改善という話がありますが，

まだ十分改善されていない。そうしますと，共同購入してもお金が支払われない
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ならば金融コストはかかるわけですので，そういう点からすると，これもいろい

ろな問題がまだ根深いかなという感じがしております。これが第2点です。 

     それから第 3 点ですが，基本的にレポートの中で的確にお書きいただいていま

すし，包括払いという形で，総量的に全体の医療費，薬剤費を削減するという方

向性で，それはかなり効果があったのではないかという見方もあるわけですが，

そうなりますと，むしろ共同購入で単価を下げて大量購入という方法論は逆行す

るのではないかという印象を受けました。 

     以上，3つ質問させていただきました。 

後藤会長 御回答お願いします。 

片桐取引部取引調査室長 まず最初の調剤薬局は今回の調査対象に含まれていないのはな

ぜかということでございますけれども，保険薬局につきましては，調査の時点で，

基本的に関連する医療機関が選定する医薬品を調達しているということでありま

して，保険薬局は主体的に医薬品を選択するということではなかったものですの

で，医療機関による医薬品の選定ということでアンケート調査対象を医療機関に

して，保険薬局についてはその対象から除いたということでございます。 

2 つ目の質問ですけれども，共同購入をやったからといって，必ずしも薬剤費

の低落には結びつかないのではないかということでございますけれども，確かに

卸売業者へのヒアリングなどでも御指摘いただいたように配送費その他の問題が

あるので，必ずしも共同購入したからといって成果があるかどうか分からないと

いうことです。けれども，共同購入の実績というか実態は先ほど御紹介したよう

に，諸外国と比べて我が国は低いので，逆に共同購入をやったときのメリットと

いうのも今の段階では分からないということでございます。そういう配送費等の

問題はありますけれども，数量を増やすことによって，ボリュームのメリットを

享受するといった取組はそもそも余り行われていないので，その取組が進まない

理由といたしまして，先ほどのような問題点を指摘させていただいたということ

でございます。 

3 つ目の点で，包括払いが進むと薬を過度に使用するといったことが導かれる

ということですけれども，共同購入は必ずしも薬の使用が増えるということでは

なくて，現在使われている薬を量を増やすことによっても安く購入するという取

組の 1 つとしてあり得るのではないかという観点で提言させていただいておりま

す。 

石倉会員 2 点教えてください。医療費抑制という目的のために，どういう基準でこの 2

つの課題を選んだのか。それからこの調査結果をどう取り扱うのか，の2つです。

公正取引委員会に直接関係する部分もありますが，業界構造などもっと大きな問

題がありそうですが，それについて，何か働きかけをするのでしょうか。 

片桐取引部取引調査室長 まず初めに，どうしてこの 2 つの課題を選んだのかということ
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ですけれども，先ほど医薬品の流通実態については返品とか後払いというトピッ

クがあり得るということですけれども，今回，後発医薬品の使用と共同購入につ

いて 2 つのトピックとして取り上げましたのは，諸外国と比べて我が国の場合は

後発医薬品のシェアが低いとか共同購入の取組がなかなか進んでいないというこ

とがありますので，そういった観点で実態を調べて，公正取引委員会の観点から

提言を行うことを目的として調査を実施したものでございます。 

     それからこの後どうするかということですが，その点は説明をしなかったわけ

ですけれども，今回このような形で実態調査に基づいて公正取引委員会の考え方

を示したということでして，調査結果に基づいて業界，各事業者において取引の

透明性を図るとか，そういった取組をされるということが期待されるということ

でございます。 

     それから医薬品の取引価格全般につきましては，公正取引委員会で引き続き競

争政策の観点から動向を注視していきたいということでございます。 

後藤会長 ほかに何かございますか。 

北原会員 独占禁止法22条に定める組合の行為については原則，独占禁止法適用除外の規

定があって，事業協同組合等が行う共同購買であれば独占禁止法が適用されない

という仕組みがあるわけですが，先ほど法律に違反しない共同購入と考えられる

というふうに御説明いただいていて，アメリカの共同購入の事例はＧＰＯ（共同

購買会社）が代行して，そこが契約することによって割引価格という話ですけれ

ども，アメリカではそういう組合組織が余り発達していなくて，ヨーロッパにお

いては協同組合方式を採ってやっているというふうに私は認識しております。 

     例えば日本にも医師の協同組合という組合組織がありますが，そういう組合組

織が行う共同購入であれば，独占禁止法に抵触することはないという認識でおっ

たのですが，任意のグループといいますか，お医者さんが何社か集まって共同購

入するということ自体は何ら独占禁止法上問題がないというお考えですか。 

片桐取引部取引調査室長 共同購入について今御指摘いただいた問題ですけれども，共同

購入で購入する医薬品の需要全体というか購買全体に占める割合が高いというこ

とになりますと，購入カルテルといった観点から問題になりますけれども，通常

そういうケースが考えられないということと，今おっしゃったような医療機関な

いし医師が何人か組んで共同購入を行うということについては，今申し上げたこ

とで，独占禁止法上の問題にはならないというふうに考えております。 

後藤会長 ほかにございませんか。値段がはるかに安いジェネリックが日本だけ広がらな

いのは何でだろうか。そこに競争政策上の理由があるのではないかというのが問

題意識だと思いますが，先発医薬品メーカーによる不公正取引の可能性もないこ

ともないというようなことが書いてありますので，この点についても，今いろい

ろな御意見が出たことも踏まえて調査を引き続きやっていただければと思います。
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ほかに御意見はございますか。特に御意見がございませんようでしたら，残り時

間も少なくなっておりますので，この議題についてはこれで終わりにしたいと思

います。 

     最後に竹島委員長から御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

竹島委員長 2 時間にわたっていろいろ説明を聞いていただいたり，御議論いただきまし

てありがとうございました。 

     改正独占禁止法は前にも申し上げたかもしれませんが，おかげさまで今までの

ところは順調に推移してきています。改正したことについてはすべて所期の改正

の趣旨どおり動いている。新しい課徴金率がまだ適用されていませんが，いずれ，

今やっているカルテル・談合があれば，当然新しい高い率が適用される。今まで

分かっているのは去年までの事件ですが，それ以外，犯則調査権限にしても，リ

ーニエンシーにしても，勧告制度を改めて排除措置命令と課徴金納付命令を同時

に出すということも全部所期の機能を果たしているというふうに思っております。 

     フクシマさんがリーニエンシーについて問題ないのかとおっしゃっていますが，

私の知るところ，まだ経済界からも具体的にこれは困るという話はありません。

予想外にアメリカやヨーロッパに比べてもたくさんの申請がきているということ

からも，それなりにワークしているのだろう。 

     あえて 1 点申しますと，国際カルテルの場合は，アメリカ・ヨーロッパは古い

ものまでさかのぼって扱えるわけですね。日本は，3 年以上昔のものは持ってこ

られても仕方がない，扱えないことになっておりますので，その辺のこともあり

ますが，国際カルテルだけのために過去にさかのぼるというわけにいきませんの

で，全体の制度の整合性の問題がありますが，それ以外はリーニエンシーについ

て，すぐ直さなければならんという問題があると今認識しておりません。 

     それはそれとして，内閣府の懇談会，私も10日の日は時間をいただいて御説明

してまいったのですが，昨年の改正で相当な議論をして改正がなされたており，

今，議論されている論点，今日御紹介されたものはすべてといっていいぐらい，

あのときに出た議論で，私は私なりに整理をつけたつもりでいるわけです。しか

し，まだそうじゃない，附則13条で見直すというなら，それはそれで結構ですが，

そういう意味では新しい問題ではない。しかし，基本的な問題だから，せっかく

内閣府に立派な先生方が入られて懇談会を作っていただいたので，きちっとでき

ることはなるべくきちっとしていただきたい。はっきり黒白つけてほしいという

気持ちでおります。 

     その際に，確かにいろいろな切り口があるわけで，外国との整合性といったら，

外国と同じじゃなければいかんじゃないかとか，いろいろなことを言おうと思っ

たらいくらでもいろいろなことを言えるわけですが，それにいちいち反論も説明
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もできるわけですし，事情が違うということがありますが，大事なことは，日本

において競争法というものをどう認識するか。経済界ももちろん役所も国民も含

めて，昔のような認識ではまずいのではないか。欧米に遜色のないような競争法

に対する意識というものをどうやって達成するかということが一番大事なことで，

それは，外国から言われたなんて言う人が時々いますが，それは関係なくて，日

本の経済のこれからのことを考えた場合に，競争法の位置付けなり機能というの

はどうなのかと。 

私は個人的にも反省するのですが，過去の「失われた10年」のときに競争法の

強化ということが，私は長いこと内閣官房にいたのですが，統一した大きな政策

テーマにならなかったのですね。構造改革とかいろいろなことをやったのですが，

それをやるなら競争法がまずなければ砂上の楼閣だというといい過ぎだけれども，

いろいろな規制改革をやっても効果が出ない。出ないのはどうしてか。それは競

争法の定着度合いと非常に関係があると思っています。 

     そういう意味で，競争法についての議員側の受けとめ方も，コンプライアンス

というのが本当の意味で実が上がるようになっていく結果として，カルテル・談

合が減るにはどうすればいいかというのが一番大事です。そのためには，やった

者がそれなりに罰せられるぞと。ですから，検察とか公正取引委員会が入ると怖

いんだぞ，まずいんだぞという意識を持っていただかないといけない。これは性

善説か性悪説かみたいなことかもしれませんが，私はそこが非常に大事だと考え

ています。 

     そうすると，制度論の比較がありますが，行政罰と刑事罰をどうするかという

問題。アメリカは刑事罰オンリーじゃないか。ＥＵは行政制裁金オンリーじゃな

いか。日本は両方じゃないか，おかしいというのが経団連さんのかねてからの考

えで，ましてや課徴金を行政上の制裁というなら，両方とも制裁じゃないか，両

方かけるというのはおかしいじゃないかという理屈をおっしゃっておられるわけ

ですが，実態は，刑事罰で罰せられると，経団連においても 3 か月間の活動自粛

となったケースもありますが，単なる課徴金の行政処分だけなら課徴金だけ払え

ばいいわけですから，堂々とやっておられるということなのです。 

     鉄橋の事件は刑事事件になりました。ステンレスの事件は公正取引委員会だけ

の処分で終わりました。平田会員も言っておられましたが，全然扱いが違います

し，したがって，片方は当事会社の社長で辞める人もいない。でも鉄橋の場合は

辞める人もいる。経団連は「やっぱりこれはまずいよ。やった当事会社は自粛せ

い」ということもやっておられる。いろいろな意味で社内処分も厳しさが全然違

うということに端的に表れているわけです。 

     そういう意味合いで，両方の刑事罰と行政罰のいいところをいかしていく。私

はまずその姿は，片方は行政罰だけにするという考え方よりも，実態に合ってい
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るのだろうというふうに受けとめています。それが理屈に合うか合わないかとい

うのは，理屈に合うというのを言い出せば長くなりますが，学者もそういうこと

を言っておられるので，このパブリックコメントの中にもありますが，何ら今の

制度でおかしくないという議論もあります。 

かつ皆様方はもうご存じかと思いますが，刑事罰というのは，公正取引委員会

が年間30件ぐらい法的措置を講じていますが，そのうち１件あるかどうかという

ことで，あとの29件は行政処分で終わっているわけです。その１件のために二度

手間を使うのが嫌だとおっしゃる。それってどうかな，そういうことなのかと。

私はそこは違うんだと思っております。 

     要は，みんなが守る，みんながそれなりに守らなければまずいことになるぞ，

そういうふうになっていくためにはどうすればいいかという判断基準で考えれば，

もろもろの論点があります，手続についてもあります。適正手続はそのとおりで

すが，では手続をどうするのか。事前にするのがいいのか今のとおりでどうなん

だ。これらすべて，どういう制度であれば，より抑止力が高まって，かつそれが

実行できることになるかという観点で，スクリーニングすれば答えが出てくると

私は思っております。 

     来年の夏まで，内閣府懇談会で，これからいよいよ方向性を出していく議論に

入っていかれるということですが，抽象的な言い方かもしれませんが，そう思っ

ております。これから萩原さんと来年，経団連と余り同じ議論を繰り返すのもど

うかと思いますが，要は守れば払わなくていい罰金であり課徴金であると思って

おりまして，この議論を通じて，関係者全員で競争の定着のレベルを高めるため

にどうすればいいかというようになっていけばいいなと思っております。そうい

うことで話題になるかもしれませんが，独禁懇の委員の先生方におかれましては，

引き続きよろしく御指導・御鞭撻をいただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

後藤会長 ありがとうございました。それでは本日はこれにて閉会いたします。次回の 

日程等につきましては，おって事務局から御連絡を差し上げることになっており

ます。長時間，どうもありがとうございました。 

                                                                        －了－ 
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